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これは、市内の放課後等デイサービスを利用している

児童たちの作品「どうぶつ大集合」です。 



 

 



 

 

 

 

 

はじめに 

 

 

胎内市では、平成 30 年３月に第３次胎内市障がい者

計画を策定し、「健やかで生きがいを持って暮らせるま

ち」を基本理念に掲げ、障がい福祉施策の取組を進め

てまいりました。 

この間、全国的な人口減少が進み、胎内市において

も少子高齢化や若年層の市外への流出等も相まって、

生産年齢人口が減少し、地域コミュニティの維持など

様々な場面で影響が生じてきています。 

また、障がい者の重度化・高齢化のほか、障がいのある子どもを高齢の親

が介護する「老障介護」や障がい者の親なき後の生活支援、障がい児への早

期からの適切な支援など、障がい者を取り巻く環境の変化により課題は多様

化、複雑化してきています。更には、地震等の自然災害発生時に、障がい者

をはじめとする配慮を要する方に対する支援をいかに行えるのかということ

に、真剣に向き合っていかなければならない時代背景にあります。 

このような状況にある中、胎内市障がい者計画等の改定期を迎え、「みん

なで支え合い、認め合う、誰もが安心して暮らせるまち」を基本理念とした、

「第４次胎内市障がい者計画・第７期胎内市障がい福祉計画・第３期胎内市

障がい児福祉計画」を策定いたしました。 

今後も、共生社会の実現に向けて、市民一人ひとりが障がいのある方への

理解を深めていただくことをお願い申し上げますとともに、地域や事業所、

行政、関係機関が支援の輪をつなぎ、障がいのある人もない人もお互いに支

え合い、認め合いながら、誰もが安心して暮らせるまちを目指し、障がい福

祉施策の推進を図ってまいります。 

結びに、本計画の策定に当たり、アンケート調査にご協力をいただいた皆

様をはじめ、胎内市地域自立支援協議会委員のほか貴重なご意見、ご提案を

賜りました皆様に心から感謝を申し上げます。 

 

 

令和６年３月 

  胎内市長 井畑 明彦 
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「障がい」という表記について 

本計画では、「障害」と「障がい」の２つの言葉を使用しています。法令用語や固

有名称などに使用されている場合「障害」を使用していますが、広く障がいを表す場

合は、「障がい」を使用しています。 
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１ 計画策定の目的 
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   ４ 計画期間 

   ５ ＳＤＧｓとの関係 
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１ 計画策定の目的 

胎内市では、障がい者数の増加や障がい者の社会参加意欲の一層の高まりが如実になって

きている中、法制度改正などに迅速・的確に対応し、障がい特性による隔たりがなく、全て

の市民が地域でいきいきと安心して暮らせるまちを目指し、「第３次胎内市障がい者計画」

「第６期胎内市障がい福祉計画」「第２期胎内市障がい児福祉計画」（以下これらを「前計画」

という。）を策定し、障がい福祉施策の推進を図ってきたところです。 

前計画は、次の３つの法定計画（自治体が策定するよう法令で定められている計画）の性

質を持つ計画です。 

１つ目は、「障害者基本法」に基づく、障がい者に関する施策の方向性等を定める基本的な

計画である「障がい者計画」です。 

２つ目は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（障害者総合

支援法）に基づき、障がい福祉におけるサービスごとに、必要な利用の見込量を定め、その

円滑な実施の確保を進めていくことを定める「障がい福祉計画」です。 

３つ目は、「児童福祉法」に基づく、障がい児福祉におけるサービスごとに、必要な利用の

見込量を定め、その円滑な実施の確保を進めていくことを定める「障がい児福祉計画」です。 

「第４次胎内市障がい者計画」「第７期胎内市障がい福祉計画」「第３期胎内市障がい児福

祉計画」（以下これらを「本計画」という。）では、障がい者やその家族のニーズの多様化及

び法制度の変化に的確に対応した総合的な障がい福祉施策の展開を図っていく必要があるも

のと考えております。 

このため、引き続き、前計画と同様に、障がいのある人もない人も、互いに支え合い、障

がい者が地域で安心していきいきと暮らすことのできる「共生社会」の実現を目指す必要が

あることから、上記の３つの法定計画を一体的に策定することとしました。 

 

２ 障がい者の概念 

本計画における「障がいのある人」、「障がい者」は、障害者基本法（昭和45年法律第84号）

第２条に規定する「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能

の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的

に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」及び、障害者総合支援法第

４条に規定する「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定める

ものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者」として障害者総合支援法の対象と

なっている難病等の患者とします。 

 

３ 計画の位置付け 

（１）計画の法的位置付け 

本計画は、障害者基本法第 11 条第３項に基づく「市町村障害者計画」として策定します。

また、「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」

（令和４年法律第 50 号）第９条第１項の規定に基づき、同法の規定の趣旨を踏まえ策定しま

す。 
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（２）計画の性格 

 本計画は、「胎内市総合計画」に基づき、「胎内市地域福祉計画」をはじめとした関連する

計画等との整合性を図りながら、障がい者の自立と社会参加を促進するための施策の基本的

な方向性及び障がい福祉サービス等、障がい児通所支援等並びに地域生活支援事業の見込量

と提供体制の確保に関する方策を示すものです。 

改めて整理しますと、本計画は、下記の３つの法定計画を併せて策定するものです。 

 
 

４ 計画期間 

 国の基本指針＊において、第７期「市町村障害福祉計画」及び第３期「市町村障害児福祉計

画」は、令和６年度から令和８年度までの３か年を計画期間として策定することが示されて

いるため、本計画も同期間とします。 

 

 

＊基本指針：「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」

（令和５年こども家庭庁・厚生労働省告示第１号。）

第
４
次
胎
内
市
障
が
い
者
計
画

第
７
期
胎
内
市
障
が
い
福
祉
計
画

第
３
期
胎
内
市
障
が
い
児
福
祉
計
画

市町村障害者計画 ⇒ 障がい者のための施策

（障害者基本法 第11条第3項）

市町村障害福祉計画 ⇒ 障害福祉サービス等の提供体制の確保

（障害者総合支援法 第88条第1項）

市町村障害児福祉計画 ⇒ 障害児通所支援等の提供体制の確保

（児童福祉法 第33条の20第1項）

令和3年度

(2021年度)

令和4年度

(2022年度)

令和5年度

(2023年度)

令和6年度

(2024年度)

令和7年度

(2025年度)

令和8年度

(2026年度)

令和9年度

(2027年度)

第２次胎内市総合計画

第４次胎内市障がい者計画
第７期胎内市障がい福祉計画
第３期胎内市障がい児福祉計画

胎内市障がい者計画

胎内市障がい福祉計画

胎内市障がい児福祉計画

計画の名称

令和4年度～令和8年度（後期計画）

令和6年度～令和8年度 次期計画

第３次胎内市障がい者計画

（平成30年度～令和5年度）

次期計画（前期計画）

第６期胎内市障がい福祉計画

（令和3年度～令和5年度）

第２期胎内市障がい児福祉計画

（令和3年度～令和5年度）
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５ ＳＤＧｓとの関係 

SDGsとは、平成27年９月の国連サミットで採択された令和12年までに持続可能でよりよい世

界を目指す国際目標です。17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取

り残さない（leave no one behind）」ことを誓っています。 

国は平成28年に「SDGs 実施指針」を定め、地方自治体の各種計画などへの最大限の反映を

奨励しており、本市においても、SDGsの目標を踏まえ、施策を推進していくことが求められ

ています。 

本計画においても、SDGsの基本的な考え方や目標を踏まえ、多様な主体が連携・協力し、

障がい福祉施策の推進を図り、その達成に貢献していきます。 

 

SDGsのうち、本計画に向けた取組との関係性が深いものは、次のとおりです。 

目標

（GOALS） 
目標到達に向けた取組の方向性 

 

1．貧困をなくそう 
 あらゆる形態の貧困を終わらせることを目指します。貧困とは経済的なことだけではなく、教育
や仕事、食料、住居などの必要な物やサービスがない、または受けられないことも含まれます。 

 

3．すべての人に健康と福祉を 
 あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進します。 

 

4．質の高い教育をみんなに 
 すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進します。 

 

8．働きがいも経済成長も 
 すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディーセ
ント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）を推進します。 

 

10．人や国の不平等をなくそう 
 国内および国家間の格差を是正し、年齢、性別、障がい、人種などによる社会・経済・政治的な
機会の不平等をなくすことを目指します。 

 

11．住み続けられるまちづくりを 
 都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にします。安全かつ環境に配慮した公共
スペースをつくることを目指します。 

 

16．平和と公正をすべての人に 
 持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、すべての人に司法へのアクセスを提供す
るとともに、あらゆるレベルにおいて効果的で責任ある包摂的な制度を構築します。 

 

17．パートナーシップで目標を達成しよう 
 誰一人取り残さない持続可能な社会を実現するために実施手段を強化し、グローバル・パートナ
ーシップ（地球規模の協力関係）を活性化します。 

出典：国際連合広報センター 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 障がい者の現状と課題 

１ 国の近年の動向 

２ 障がい者を取り巻く環境の変化 

   ３ 新型コロナウイルス感染症による影響 

   ４ 胎内市における障がい者の状況 

   ５ 前計画の検証 

   ６ アンケート調査の結果 

   ７ 課題への対応 
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１ 国の近年の動向 

平成23年の「障害者基本法」改正では、「合理的配慮」の概念が取り入れられ、法の目的に

「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し

合いながら共生する社会の実現」を新たに規定し、共生社会の実現を目指すことが明記され

ました。 

近年では、「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会」の開催に際して行われた

障がい当事者の意見を取り入れた新国立競技場の整備や、「高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律」（平成18年法律第91号）の改正、新しい学習指導要領における「心の

バリアフリー」に関する記載の充実など、これらの取組を通して「心のバリアフリー」と

「ユニバーサルデザインのまちづくり」が大きく進展し、国の第５次障害者基本計画の重点

的に理解促進等を図る事項に「心のバリアフリー」が位置付けられました。 

また、令和３年６月には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（平成25年法

律第65号。障害者差別解消法）の改正法が公布され、令和６年４月１日から、これまでの行

政機関等に対してだけではなく、事業者に対しても合理的配慮の提供を義務付けるなどの大

きな動きがありました。 

 

２ 障がい者を取り巻く環境の変化 

近年の障がい者を取り巻く環境については、少子高齢化の加速、障がいの重度化、発達障

害や医療的ケア児への個々の特性に合わせた対応など、多様化・複雑化してきており、障が

いのある人が抱える様々な生活課題への支援ニーズは一層高まってきています。 

また、こうした環境の変化に伴い、障がいのある人の家族やヤングケアラーなどを含む介

助者などへの支援も重要となっています。 

 

３ 新型コロナウイルス感染症による影響 

令和２年に国内で最初の感染者が確認された新型コロナウイルス感染症は、瞬く間に世界

規模で感染拡大し、多くの人の生命や暮らし、社会経済に甚大な影響を及ぼしました。 

本市においても感染拡大防止措置による影響は大きく、それまで定期的に実施されていた

イベント等の自粛による地域との交流機会の減少や障がい福祉サービス提供の停滞、障がい

のある人を支える家族への対応など様々な課題が生じてきました。 

このような非常時には、障がいのある人などの脆弱な立場の人々がより深刻な影響を受け

ることが浮き彫りとなりました。 

今後、障がいのある人が安心して日常生活や社会生活を送っていくためには、コロナ禍に

おいて浮き彫りとなった課題に対しての検証を行うとともに、有事の事態を想定した新たな

支援施策などについても準備していくことが求められています。 

 

  



第２章 障がい者の現状と課題 
 

10 

４ 胎内市における障がい者の状況 

令和元年度から令和５年度までの、当市における障がい者人数の推移をまとめました。 

なお、各人数について、令和元年度から令和４年度は各年度末（３月31日現在）の人数、

令和５年度は令和５年12月31日現在の人数を用いました。 

 

（１）障害者手帳所持者数の推移 

  
障害者手帳の所持者数※は、令和５年12月31日現在で1,573人となっています。 

総人口が令和元年度の28,781人から令和５年度の27,284人へと減少傾向にある中で、障害者

手帳の所持者数も増減を繰り返しながら緩やかな減少傾向にあります。 

一方で、総人口に占める割合についてみると、令和元年度の5.5％から令和５年度の5.8％へ

と増加しています。 

※障害者手帳の所持者数とは、「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の所持者数の合計人

数です。 

  （身体障害者手帳所持者数の推移） 

 
身体障害者手帳所持者数は減少傾向にあり、令和元年度の1,101人に比べ、令和５年度は

1,052人へと減少し、総人口に占める割合も令和元年度の3.8％から令和５年度の3.7％へと

微減しています。  

1,593 1,599 
1,580 1,582 

1,573 

1,500

1,600

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

（人）

0

1,101 1,093 
1,074 1,074 

1,052 

960

1,110

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

（人）

00

1,200
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  （療育手帳所持者数の推移） 

 
療育手帳所持者数は、増減を繰り返しながら220人前後で推移しています。 

総人口に占める割合も、令和元年度は0.8％、令和５年度は0.8％と同水準で推移してい

ます。 

 

 

  （精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移） 

 

精神障害者保健福祉手帳所持者数は、増減を繰り返しながら増加傾向にあり、総人口に

占める割合も、令和元年度の0.9％から令和５年度の1.1％へと微増しています。 

 

  

221 
213 216 220 217 

170

230

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

（人）

250

0

271 

293 290 288 
304 

230

330

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

（人）

350

0
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（２）特定医療費（指定難病）受給者数の推移 

 
特定医療費（指定難病）受給者数は、令和３年度までは増加傾向にありましたが、その後

減少に転じています。 

総人口に占める割合は、令和元年度の0.8％から令和５年度の0.9％へと微増しています。 

 

 

（３）自立支援医療費(精神通院）受給者数の推移 

 
自立支援医療費（精神通院）受給者数は、増減を繰り返しながら450～480人程度の間で推移

しています。 

総人口に占める割合は、令和元年度の1.6％から令和５年度の1.7％へと微増しています。 

 

  

236 
256 

270 

240 245 

180

290

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

（人）

300

0

454 

478 
467 475 467 

400

500

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

（人）

0
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５  前計画の検証 

前計画では、「障がい理解の啓発と自立・社会参加の促進」をはじめとした３つの基本目標

を軸に障がい福祉施策を推進してきました。これまでの取組状況から主な課題を整理します。 

 

◆障がいのある人やその家族が抱える課題や支援ニーズは多様化・複雑化してきていること

から、より適切な相談支援を行うために相談支援事業所の拡充や連携体制の強化を図ると

ともに障がい福祉サービス事業所との連携体制を構築することが必要です。 

◆相談に柔軟に対応できるよう、相談体制の充実を図るとともに、就学前、学齢期、卒業、

就職などライフステージが変わっても切れ目ない支援を行うため、関係機関や庁内間との

連携強化が必要です。 

◆新型コロナウイルス感染症の影響により、地域における交流の機会が減少しています。障

がいへの理解を深めるためには、市民一人ひとりが障がいのある人やその家族と関わりを

持ち、コミュニケーションをとる機会を創出していくことが必要です。 

◆災害時における障がい者など配慮を要する人への避難行動支援の仕組みづくりや、避難生

活の支援体制の整備が必要です。 

◆公共施設等のバリアフリー化を引き続き推進していくとともに、障がいのある人の社会参

加促進のため、移動手段の拡充に努めていくことが必要です。 

◆社会情勢の変化に伴い精神障がい者の増加が続いています。精神障がい者の社会復帰や地

域生活の支援として、精神保健福祉や精神障がい者に対する正しい理解の普及・啓発をす

るとともに地域全体で障がいのある人を支える体制整備が必要です。 

 

６ アンケート調査の結果 

本計画策定のため、身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所

持者を対象にアンケート調査を行いました。この結果から主な課題を整理します。 

 

◆障がい者本人や介助者の高齢化が進み、介護や支援を担う人材の不足が深刻化しています。

特に、同居者の親世代が高齢化しているため、今後も支援を継続するためには、家庭内で

のケア役割の分散や公的サービスの利活用が必要です。 

◆日中活動などを特に何もしていない障がい者がアンケート回答者の半数弱おり、社会参加

や生活の充実のために、日中の過ごし方の充実化や社会参加の場を増やすため、地域の取

組や施設の整備が必要です。 

◆行政が提供する障がい福祉情報が必要とされる方へ的確に届いていないケースがあります。

また、多くの障がい者が相談先を持っていますが、アンケート回答者の１割以上の方は、

相談相手がいない状況です。情報の提供方法（入手経路）の見直し検討も求められます。 

◆障がい者が緊急時に避難する際に、一人で行動できないケースや、援助者がいないケース

があります。このことは、生命を脅かす重大な問題であり、当該者全員の確認と安全確保

が求められます。 

  



第２章 障がい者の現状と課題 
 

14 

 

◆障がい者に対する偏見や差別意識、虐待が根強くあります。虐待は、障がい者の社会参加

や人間関係、安心・安全な暮らしの大きな障壁ともなっています。福祉に関する教育を推

進し、偏見・差別意識の解消、虐待の未然防止が求められます。 

 

７ 課題への対応 

現状や前計画の検証、調査等の結果から、改めて、今後の課題を整理します。 

 

▼障がいへの理解 

障がい者の権利擁護に関する法律の整備や行政による障がいへの理解促進の取組が進め

られていますが、今後、障がいへの理解を一層深め、共生社会を実現していくためには、

市民一人ひとりの意識の向上が欠かせません。市民一人ひとりが障がいのある人やその家

族と関わりを持つ中で、障がいについて知り、理解を深めようと歩み寄ることが必要です。 

 

▼安心な暮らしの確保 

障がい者をはじめとした配慮を要する人への災害時における支援体制について課題が顕

在化しました。非常時には、障がいのある人などの脆弱な立場の人々がより深刻な影響を

受けることが浮き彫りとなったことから、この教訓を糧に非常時においても安心して生活

ができる環境を整備していくことが必要です。 

 

▼多様化・複雑化する課題への対応 

障がい者を取り巻く環境の変化により、障がいのある人やその家族等が抱える生活課題

は多様化・複雑化してきています。今後このような課題に対応していくためには、解決に

向けた適切な助言等が受けられる相談先が必要です。 

分かりやすい相談窓口の周知や包括的に相談が受け止められる体制の整備が求められて

いることから、行政内部はもとより関係機関との連携強化を図り、組織横断的な相談体制

を整備していくことが必要です。 

 

▼様々な活動への参加 

障がいの有無にかかわらず、多様な社会参加を実現していくことは、心身の健康や生き

がいをもった人生を送るために大切なことです。障がいがあってもその人らしく生きがい

をもって暮らしていけるよう、社会参加できる機会や環境を整備していくことが必要です。 
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１ 基本理念 

 

 

 

 

 

本計画の上位計画である胎内市地域福祉計画においては、本市の地域福祉を横断的かつ総

合的に推進し、『楽しくふれあい、認め合い、助け合うまち たいない』を基本理念に掲げ、

「みんなで助け合い安心安全に暮らせるまち」「みんなで参加し集えるまち」「みんなでふれ

あい笑顔で支えるまち」「みんなで自分らしく暮らすことができるまち」の実現を目指してい

ます。 

また、前計画では、基本理念を『健やかで生きがいを持って暮らせるまち』とし、障がい

者を取り巻く社会的障壁や課題を明らかにし、これを取り除く施策を推進することで、共生

社会の実現を目指してきました。 

これらを踏まえ、障がい者本人、家族、地域、事業所、行政など多様な主体が支え合いな

がら、切れ目ない支援の輪をつなぎ、様々な個性をお互いに認め合い、誰もが安心して暮ら

せるまちづくりを目指し、本計画の基本理念を 

 みんなで支え合い、認め合う、誰もが安心して暮らせるまちとします。 

 

  

みんなで支え合い、認め合う、 

誰もが安心して暮らせるまち“たいない” 

基 本 理 念 

■第 4期胎内市地域福祉計画「地域ちゃぶ台プラン４」 

https://www.city.tainai.niigata.jp/kurashi/kenko/ 

koresha/documents/tyabudai4keikakusyo.pdf 
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２ 基本目標 

基本理念を実現するため、次の３つの基本目標を定めます。 

 

基本目標１ 共に支え合い、認め合えるまち 

基本目標２ 安心して暮らせるまち 

基本目標３ いきいきと心豊かに暮らせるまち 

 

 

基本目標１ 共に支え合い、認め合えるまち 

共生社会を実現していくためには、市民一人ひとりの障がいへの理解を深め、互いの個

性を認め合いながら地域全体で支え合うことが必要です。そのために障がいへの理解促進

を図るとともに、差別解消や虐待防止等の障がい者の権利擁護の推進を図ることで、共に

支え合いながら、お互いを認め合えるまちづくりを進めます。 

＜目標達成に向けての主要な基本方針＞ 

基本方針１ 障がいへの理解と権利擁護の推進（23頁～） 

基本方針２ 地域での自立生活の支援（28頁～） 

 

基本目標２ 安心して暮らせるまち 

障がいのある人が住み慣れた地域で安心して生活していくためには、安定した生活基盤

や生活を支える各種サービスを充実するとともに、防災対策を推進し災害時などにおいて

も適切な支援を活用できる環境を整えることが必要です。そのために包括的な相談体制を

整備し、安心して暮らせるまちづくりを進めます。 

＜目標達成に向けての主要な基本方針＞ 

基本方針３ 安心して暮らせる地域づくり（32頁～） 

基本方針４ 総合的な支援体制の充実（35頁～） 

 

基本目標３ いきいきと心豊かに暮らせるまち 

障がいの有無にかかわらず、様々な活動に参加できることが必要です。そのために、心

身の健康を維持するための支援を行うとともに様々な活動に参加しやすい環境整備を推進

し、生きがいを持って暮らせるまちづくりを進めます。 

＜目標達成に向けての主要な基本方針＞ 

基本方針５ 社会参加の促進（38頁～） 
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３ 計画の体系 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針４ 

 総合的な支援体制の充実 

 

 

 

 

基本方針１ 

 障がいへの理解と 

権利擁護の推進 

 

 

 

２ 生活基盤の安定        30頁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  

 

基本理念 
基本方針 基本施策 

基本方針２ 

 地域での自立生活の支援 

 

 

 

 

１ 障がいへの理解に対する 

啓発の推進         23頁 

２ 権利擁護施策の充実         25頁 

３ 意思疎通支援事業の充実     26頁 

１ 障がい福祉サービスの 

充実・質の向上       28頁 

基本方針３ 

 安心して暮らせる 

地域づくり 

 

 

 

基本目標１ 共に支え合い、認め合えるまち 
基本目標２ 安心して暮らせるまち 
基本目標３ いきいきと心豊かに暮らせるまち 

２ 防犯・防災対策の充実 

33頁 

１ 地域福祉活動の推進 

                     32頁 

３ 就労支援の充実             30頁 

２ 療育・保育・教育の充実 

36頁 

１ 相談支援体制の充実 

35頁 

基本方針５ 

 社会参加の促進 

 

 

１ スポーツ・文化活動等への 

参加促進 

38頁 

 基本目標 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 具体的施策の内容 

基本方針１ 障がいへの理解と権利擁護の推進 

基本方針２ 地域での自立生活の支援 

   基本方針３ 安心して暮らせる地域づくり 

   基本方針４ 総合的な支援体制の充実 

   基本方針５ 社会参加の促進 
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基本方針１ 障がいへの理解と権利擁護の推進 

     
 

【これまでの主な取組、現状と課題】 

これまで障がい福祉施策によって啓発・広報を行ってきておりますが、依然として障が

いや障がい者に対する誤解や偏見、差別といった意識が存在しています。 

障がい者の自立した地域生活の実現に当たっては、このような意識と、物理、制度に加

え、文化、情報面などに潜むバリアを取り除いていくことが不可欠であり、支援を提供す

ることが必要です。 

また、障がい者が地域で安心して日常生活を営むため、「障害者差別解消法」や「障害者

虐待防止法」を踏まえた差別の解消、虐待の防止並びに成年後見制度の利用促進などの取

組を進めることも重要です。 

さらに、共生社会の実現を図るためには、障がいや障がい者への理解を促進するよう、

事業所、民間団体、メディア等の多様な主体での幅広い広報・啓発活動の推進や幼少期か

らの啓発が不可欠であり、家庭、地域はもとより学校教育における福祉に関する教育を継

続的に推進する必要があります。 

  

基本施策１ 障がいへの理解に対する啓発の推進 

＜具体的施策の方向＞ 

障がいの有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合える共生社会の実現に向け、

障がいや障がい者への理解を促進するため、啓発・広報活動を推進します。 

 

1-1-(1) 障がいのある人とない人の交流機会の拡大 

具体的施策 施策の内容 

ボランティア活動へ

の理解と参加の促進 

ボランティア活動の拠点となる胎内市社会福祉協議会ボラン

ティアセンターの活動を支援します。 

ボランティア・ＮＰＯ等、市民公益活動への意識啓発及び情

報提供を行います。 

交流事業の実施 

障がい者の芸術作品展の開催などを通じて、交流活動の機会

を創出し、障がい及び障がい者への理解に対する啓発を行い

ます。 
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1-1-(2) 障がいへの理解に対する普及・啓発・広報の推進 

具体的施策 施策の内容 

啓発・広報活動の実

施 

市職員等をはじめとする公共サービス従事者を対象に、障が

い及び障がい者の福祉についての関心と理解を深めるための

研修及び啓発を図ります。 

広報活動の内容の充実を図ります。 

 ○市報たいない 

 ○市ホームページや電子メール、ＳＮＳ等を活用 

○ボランティア団体や障がい者団体などが行う事業等の 

啓発・広報 

障がい及び障がい者に対する正しい理解を深め共生社会の理

念の普及・浸透の機会を拡充します。 

 ○障がい者自らの会合、集会、講演会等の周知 

胎内市人権尊重条例の推進や障がい及び障がい者に対する人

権等に関する理解と関心を深めるための学習機会の充実に努

め、学校や職場、地域等での障がい者の人権等に対する理解

の促進を図ります。 

ヘルプマーク等の推

進 

援助や配慮を必要としている方々が周囲の方に配慮を必要と

していることを知らせることができるヘルプマーク・ヘルプ

カードを配布し、普及啓発に取り組むことにより、合理的配

慮の浸透及び定着を図ります。 

 

1-1-(3) 福祉の心を育てる教育の推進 

具体的施策 施策の内容 

学校教育における福

祉に関する教育の推

進 

道徳科目や総合的な学習の時間、特別活動などを中心に、福

祉に関する現代的な課題を各学校の実態に応じて取り上げ、

児童生徒が、障がいの有無などにかかわらず、互いの良さを

認め合って協働していく態度を育てます。 

障がいのある人々との交流や共同学習、体験活動を通して、

協働することや、他者の役に立ったり社会に貢献したりする

ことの喜びを得られる活動を充実させ、共に尊重し合いなが

ら協働して生活していく態度の育成を図ります。 

交流及び共同学習等の実践により障がい児の理解が一層深め

られるよう、学校全体での意識の向上を呼びかけます。 
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基本施策２ 権利擁護施策の充実 

＜具体的施策の方向＞ 

障がいを理由とする差別の解消、虐待の防止、成年後見制度の利用促進のための支援

の充実を図ります。 

 

1-2-(1) 権利擁護等の推進と障がい者差別の解消 

具体的施策 施策の内容 

障がいを理由とする

差別の解消 

「障害者差別解消法」への理解を促進するため、研修及び効

果的な広報・啓発活動等の推進に取り組みます。 

障がい者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に

対応するため相談体制の拡充を図り、関係機関と連携して迅

速かつ的確に対応します。また、相談案件については、事例

の集積、共有化を図るとともに、胎内市地域自立支援協議会

におけるネットワークにより、障がいを理由とする差別の解

消の取組を進めます。 

虐待防止の対応 

基幹相談支援センターと連携し、障がい者虐待の未然防止や

早期発見、通報への迅速な対応に努めます。また、地域にお

ける関係機関等の協力体制の整備や支援体制の強化を図りま

す。 

成年後見制度の普及 

成年後見利用促進中核機関と連携し、判断能力が十分でない

障がい者の財産や権利を保護するための成年後見制度の普及

に努めます。 

 

1-2-(2) 合理的配慮の理解と推進 

具体的施策 施策の内容 

ヘルプマーク等の推

進【再掲】 

援助や配慮を必要としている方々が周囲の方に配慮を必要と

していることを知らせることができるヘルプマーク・ヘルプ

カードを配布し、普及啓発に取り組むことにより、合理的配

慮の浸透及び定着を図ります。 

市民や事業者への周

知 

地域や学校、事業者等において、合理的配慮について正しく

理解できる機会の充実を図ります。 

 ○市報たいない、啓発パンフレット、市ホームページ等を

活用した分かりやすい、効果的・継続的な啓発 
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基本施策３ 意思疎通支援事業の充実 

＜具体的施策の方向＞ 

 障がい者に対する情報提供については、障がいの種別に応じた伝達手段を用いる等の

工夫を凝らし一層の充実を図り、手話奉仕員等の専門的知識と技術を兼ね備えた人材の

育成に努め、意思疎通支援の充実を図ります。 

 

1-3-(1) 意思疎通支援をする人材の確保と養成 

具体的施策 施策の内容 

手話奉仕員等の派遣 
聴覚障がい者の日常生活のコミュニケーションを支援するた

め、手話奉仕員等の派遣を行います。 

手話奉仕員の養成及

び研修の開催 

手話奉仕員の養成及び研修を開催し、意思疎通支援をする人

材の育成に努めます。 

手話講座の開催 

市職員研修における手話講座や、市民、事業所、教育機関等

に対して手話講座を開催することにより、聴覚障がい者への

理解促進に努めます。 

 

1-3-(2) 障がい特性に応じた情報提供の推進 

具体的施策 施策の内容 

情報の利用しやすさ

の推進 

障がい者を含む全ての人の利用しやすさに配慮した行政情報

の電子的提供の充実に取り組みます。 

情報提供の充実 

障がい者に各種福祉サービスの必要情報を提供します。 

障がい児の健全な発達を支援するため、家族に対し療育方法

等の情報を提供します。 

共生社会の実現を図るため、障がい者団体との情報交換を行

います。 

難病患者、高次脳機能障害者等に対しての支援についての情

報を提供します。 
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基本方針２ 地域での自立生活の支援 

    

   
 

【これまでの主な取組、現状と課題】 

本市では、障害者総合支援法に基づき居宅介護や生活介護等の介護給付並びに就労移行

支援等の訓練等給付などの障がい福祉サービス及び更生医療の給付や補装具の給付・修理

を実施しています。 

しかし、障がい者の生活課題やニーズは複合化・多様化しており、これらへの対応を図

るためには、支援体制の強化やサービスの量的・質的な充実を計画的に推進することが必

要です。 

今後も障がい者の自立と社会参加を進めていくためには、障がい者が必要とする障がい

福祉サービスその他の支援を受けながら、居住する場所を選択できることが重要です。そ

して、本人の意向を尊重した上で、施設入所者や退院可能な精神障がい者の生活の場を地

域生活へと移行していくことが大切です。例えば、重度化・高齢化した障がい者が地域生

活を希望する場合には、日中サービス支援型共同生活援助により常時の支援体制を確保す

るなど、サービス提供体制を充実させる必要があります。このため、地域における支援体

制の充実を図るとともに、自立生活援助等による移行後の地域生活の支援が課題となって

います。 

また、将来にわたって障がい福祉サービスを継続して提供するためには、提供体制だけ

ではなく、それを担う人材の確保が必要です。障がい福祉サービス事業所等に対する指導

監査業務等を通して、障がい者一人ひとりに合った支援を提供できる質の高い人材の育成

を進めるとともに、他職種間の連携の推進や障がい福祉の魅力に関する積極的な周知・広

報等を関係機関と連携して取り組んでいくことが重要となっています。 
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基本施策１障がい福祉サービスの充実・質の向上 

＜具体的施策の方向＞ 

障がい者の経済的自立や生活安定のため、各種制度の充実や必要なときに必要と認め

られるサービスを受けることができるように、サービス供給量の確保と質の向上を図り

ます。また、介護保険と連携を図り適切な支援に努めます。 

サービスの提供者である事業者への実地指導等の実施や、それぞれに合った支援を提

供できる質の高い人材の育成を進めるとともに、障がい者の意思が適切に反映された生

活を送れるよう意思決定支援を推進し、サービスの質の向上を図ります。 

 

2-1-(1) 障がい福祉サービスの充実 

具体的施策 施策の内容 

生活安定のための各

種制度・事業の推進 

医療費助成等により、在宅重度障がい者の生活支援を図りま

す。 

年金・手当等の周知を図るとともに、制度の充実を国・県に

要望します。 

 

2-1-(2) 地域生活移行支援の充実 

具体的施策 施策の内容 

地域生活への移行の

推進 

保護者、関係者及び市民の地域福祉への理解を促すため、胎

内市地域自立支援協議会、医療機関及び施設等と連携し、普

及啓発に努めます。 

長期入院精神障がい

者の地域移行に向け

た調整 

胎内市地域自立支援協議会、医療機関等と連携し、長期入院

精神障がい者の地域移行後の生活準備に向けた支援と地域移

行に向けたステップとしての支援等を検討し、退院後の居住

の場の確保及び地域生活を支えるサービスの確保に向けた調

整を図ります。 

精神障がいにも対応

した地域包括ケアシ

ステム構築の検討 

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム構築の推進の

ため、胎内市地域自立支援協議会において協議、検討を行い

ます。 

自立生活の援助 

障がい者支援施設やグループホーム等から一人暮らしを希望

する方について、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や

随時の対応により適切な支援を行います。 
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2-1-(3) 日中活動の場の拡大 

具体的施策 施策の内容 

日中一時支援の充実 
障がい者、障がい児の介助者が不在で、日中介護ができない

ときに施設等で一時的に預かり、見守り等の支援をします。 

放課後児童クラブの

開設 

保護者が就労等により家庭にいない小学生に対し、放課後、

適切な遊び及び生活の場を提供して、健全な育成を図ること

を目的とする放課後児童クラブを開設します。 

放課後等デイサービ

スの充実 

就学児童の学校の放課後や長期休暇中に、生活能力の向上の

ために必要な訓練、社会との交流の促進その他の必要な支援

を行う放課後等デイサービスの充実を図ります。 

 

2-1-(4) 補装具、日常生活用具給付の充実 

具体的施策 施策の内容 

福祉機器・用具の給

付 

身体障がい者の自立更生に必要な補装具の購入、修理等に要

する費用について補装具費を支給します。 

在宅の障がい者に対して日常生活用具の給付を行います。 

 

2-1-(5) 安定かつ適切なサービスの質の向上 

具体的施策 施策の内容 

サービスの質の向上 

障がい福祉サービス等における運営管理体制の確立、適切な

利用（入所）者処遇並びに職員処遇の確保及び自立支援給付

に係る費用の額の算定の適正化等を図るため、障がい福祉サ

ービス等を提供する事業者に対する実地指導を必要に応じて

実施します。 

共同生活援助や施設入所支援において、運営の透明性を高

め、サービスの質の確保につなげるために事業者が行う地域

との連携等の取組に関し、必要に応じて支援します。 

サービスに関する苦情に対応するため、事業者や県社会福祉

協議会が設けている苦情解決体制の積極的な周知を図り、円

滑な利用を支援します。 

意思決定支援の質の向上を図るため、事業者等に対して、国

の「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドラ

イン」の普及を推進します。 
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基本施策２ 生活基盤の安定 

＜具体的施策の方向＞ 

障がい者が安定した生活を送ることができるように、情報提供の充実、居住支援、相

談体制の充実等を推進します。 

 

2-2-(1) 各種手当制度の利用促進及び減免制度の周知 

具体的施策 施策の内容 

わかりやすい情報の

提供 

障がい者を含む全ての人のわかりやすさに配慮した行政情報

の発信の充実に取り組みます。 

 

2-2-(2) 居住支援 

具体的施策 施策の内容 

地域生活支援拠点等

の機能の充実及び連

携体制の強化 

障がい者の高齢化・重度化や「親なき後」を見据え、地域生

活支援拠点等について、胎内市地域自立支援協議会等と連携

し、機能の充実と体制の強化を推進します。 

賃貸住宅への入居支

援の検討 

公営・民間賃貸住宅へ円滑に入居できるよう、賃貸人等へ障

がい者に対する情報の提供など入居支援のあり方を検討しま

す。 

 

2-2-(3) 減免制度等の経済的な相談や支援の提供 

具体的施策 施策の内容 

相談支援体制の充実 

障がい者の生活を経済的に支援するため、適切な相談支援が

実施できる体制の整備を図り、障がい者のニーズに応えた支

援を強化します。 

 

基本施策３ 就労支援の充実 

＜具体的施策の方向＞ 

適切な就労情報の提供や就労に向けた職業訓練の充実、就職に向けた相談体制の充実

を図ります。 

また、障がい者が自らの個性と能力を発揮して働くことができるよう、公共職業安定

所等の関係機関と連携して雇用の促進と安定を図ります。 

さらに、就労の場となる事業所等に対し啓発活動を行うとともに、障がい者雇用に関

する各種助成制度等の周知に努めます。 

一般就労が困難な障がい者においては、福祉的就労の場・機会の整備・拡充を図ると

ともに、障がい者就労施設等での受注業務等の拡大に向けた施策の支援に取り組みます。 
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2-3-(1) 就労促進に向けた相談支援体制の充実 

具体的施策 施策の内容 

相談支援事業の充

実・強化 

障がい者の生活を支援するため適切な相談支援が実施できる

体制の整備を図り、障がい者のニーズに応えた支援を強化し

ます。 

障がい者からの相談に応じ、必要な情報の提供やサービスの

代理申請等を行います。 

 

2-3-(2) 就労に関する支援の促進 

具体的施策 施策の内容 

雇用の促進 

市等において、「障害者の雇用の促進に関する法律」に基づ

き、障がい者の雇用の場を確保するため法定雇用率を踏まえ

た積極的な雇用の拡大に取り組みます。 

事業所に対する障がい者への理解と地域における障がい者の

就労促進を図るため、関係機関と連携して障がい者雇用のた

めの啓発活動の充実を推進します。 

雇用の安定 

公共職業安定所、障がい者就業・生活支援センター等関係機

関と連携し、働く障がい者のための相談、指導、援助等に努

めます。 

就労へ向けた支援 
働く意欲のある障がい者の就労を支援するサービス体制の充

実を図ります。 

 

2-3-(3) 福祉的就労の促進 

具体的施策 施策の内容 

福祉的就労の場の確

保 

一般事業所の雇用に結びつかない者等に対し、障がい者就労

施設等の利用による就労の機会を提供し、生産活動に係る知

識及び能力の向上を図ります。 

障がい者の工賃の向上、障がい者就労施設の経営基盤安定の

ため、「障害者優先調達推進法」に基づく調達方針を策定

し、障がい者就労施設からの調達実績の向上を図ります。 

農福連携の推進 

農業と福祉が連携し、農業分野での活躍を通じて、障がい者

の自信や生きがいを創出し、社会参画を実現できる取組を推

進します。 

 

 

  



第４章 具体的施策の内容 
 

32 

基本方針３ 安心して暮らせる地域づくり 

      
 

【これまでの主な取組、現状と課題】 

本市では、障がい者が地域で安全に安心して暮らしていくことができるよう、関係機関

が連携し、包括的かつ総合的な支援の取り組みを進めてきましたが、依然として障がいや

障がい者に対する様々な差別意識は存在しています。 

障がい者の自立と社会参加を支援し、快適で暮らしやすい生活環境の整備を推進するた

めに、地域全体で見守りや支え合えるまちづくりを推進する必要があります。 

障がいのある方が犯罪や消費者トラブルに巻き込まれる事例があることから、地域にお

ける防犯対策を推進し、未然防止、早期発見に取り組む必要があります。 

また、災害の経験や教訓を生かし、地域社会において、安全・安心に生活することがで

きるよう、災害発生時の支援体制、避難所の充実及び避難支援については、地域が主体と

なって実施する仕組みづくりを強化する必要があります。 

 

基本施策１ 人にやさしいまちづくりの推進 

＜具体的施策の方向＞ 

住み慣れた環境での生活を維持し、その生活を充実したものとするため、地域におけ

るネットワークの充実を図り、市民一人ひとりが互いに支え合う地域福祉活動を促進し

ます。 

また、ボランティア活動や講座に関する情報提供を行うとともに、各種ボランティア

講座や研修等の充実を図り、ボランティアと支援を必要とする人を結びつけるコーディ

ネート機能やボランティア同士の交流・連携の充実に努めます。 

障がいのある方の団体の主体的な運営、活動を支援します。 

 

3-1-(1) 連携・支援の推進 

具体的施策 施策の内容 

地域福祉ネットワー

クの充実 

地域福祉の中心的役割を担う胎内市社会福祉協議会の活動を

支援します。 

地域の民生委員等の住民組織に対して、地域での見守り活動

や支え合いについての周知啓発を図ります。 

ボランティア活動の

育成と活動の活性化 

ボランティア活動の充実が図られるよう、ボランティア活動

の拠点となる胎内市社会福祉協議会ボランティアセンターの

活動を支援します。 

障がい者関係団体と

の連携強化 

障がい者団体との意見交換、情報提供を通して連携を密にし

ます。 
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基本施策２ 防犯・防災対策の充実 

＜具体的施策の方向＞ 

障がい者が犯罪などに巻き込まれることを未然に防ぐため、防犯対策の推進を図りま

す。また、災害時における適切な情報伝達や避難所での配慮等、災害発生時における支

援体制の構築を進めます。 

 

3-2-(1) 防犯対策の充実 

具体的施策 施策の内容 

防犯対策の推進 

事業所に対して、平常時からの地域住民や関係機関との緊密

な関係性の構築等を通じ、利用者の安全確保に向けた取組を

推進します。 

防犯情報の提供 
防災行政無線、防災アプリ等を活用し、不審者出没情報や振

り込め詐欺の予兆情報等の迅速な提供に努めます。 

司法機関等との連携 
市の担当部署や専門職の関係機関と連携して、支援が必要な

人に対して適切な支援を行える体制の充実を図ります。 

安全に関するネット

ワーク構築の検討 

障がい者が犯罪に巻き込まれることを未然に防ぐため、関係

機関による防犯・安全のネットワークの構築を支援します。 

消費者対策の充実 

振り込め詐欺などの被害にあわないよう、広報活動を強化す

るとともに、悪質な商法取引に巻き込まれないよう、正しい

情報提供に努めます。 

消費者相談窓口の設

置 

障がいのある方を含む全ての市民が、消費者相談が受けられ

るよう、専門の相談員を配置し支援します。 

 

3-2-(2) 防災対策の充実 

具体的施策 施策の内容 

防災対策の推進 

緊急時における状況をいち早く周知するため、防災行政無

線、防災アプリ、防災ウェブサイト、緊急速報メール、フェ

イスブック、Ｘ（旧ツイッター）など多様な情報伝達手段に

より迅速かつ的確な情報の配信に努めます。 

防災意識の高揚を図るため、自主防災組織間の連携などを含

めた体制強化、障がい者や高齢者等を含めた総合防災訓練の

実施などにより、防災知識の普及等に努めます。 

災害時の情報伝達体

制の整備 

障がい特性に配慮し、災害情報が適切に伝達できるように、

関係機関と連携し情報伝達体制の整備を進めます。 
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具体的施策 施策の内容 

避難行動要支援者の

個別避難計画の策定 

障がいのある方を含む避難行動要支援者の個別避難計画を策

定し、災害時に地域と連携した避難支援に努めます。 

避難所の充実 

避難場所に指定されている施設の新築・改修に併せて、バリ

アフリー化を進めるとともに、パーティションや車いす、簡

易ベッド等の配備を進めます。 

避難所において、障がい特性に配慮した情報の伝達に努めま

す。 

災害時の安全確保を図るため、避難行動要支援者避難支援制

度の実効性を高めるとともに、生活に支障をきたす障がい者

などの災害時要配慮者を受け入れる福祉避難所を指定し、避

難支援体制を整備します。 

難病患者の災害時の

支援体制の整備 

難病患者の災害時の安全確保を図るため、関係機関と連携

し、支援体制の整備に努めます。 

 

  

■胎内市防災ガイドブック【スマホ版】 

https://www.city.tainai.niigata.jp/kurashi/bosai/bosai/sumahoban.html 
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基本方針４ 総合的な支援体制の充実 

    

   
 

【これまでの主な取組、現状と課題】 

本市では、障がい者が地域で安全に安心して暮らしていくことができるよう、関係機関

が連携し相談・支援体制の強化を図るとともに、保健、医療、福祉等の関係機関が共通の

理解に基づき協働し、包括的かつ総合的な支援の取り組みを進めています。 

しかし、障がい者の生活課題やニーズは複合化・多様化しており、これらへの対応を図

るためには、支援体制をさらに深化させることが必要です。 

このことから、今後もサービス提供体制を充実させ、相談支援体制の充実を図るととも

に、それを担う人材の確保と育成を推進していくことが重要となっています。 

 

基本施策１ 相談支援体制の充実 

＜具体的施策の方向＞ 

障がい者やその家族等からの相談に応じ、適切な情報の提供や意思決定支援を含む障

がい福祉サービスの利用支援、虐待防止等や発達障がい者（児）支援のための関係機関

との調整等を的確に行える体制の充実を図ります。 

 

4-1-(1) 相談支援体制等の整備・強化 

具体的施策 施策の内容 

相談支援事業の充

実・強化 

適切な相談支援が実施できる包括的、重層的な体制の整備を

進め、障がい者のニーズに応えた支援を強化します。 

基幹相談支援センターにおいて、相談支援体制の拠点として

総合的な相談業務を行います。 

 ○相談支援に関する専門的指導や助言 

 ○権利擁護のために必要な援助 

 ○相談支援体制強化の取組 

 ○相談業務の円滑な遂行のための体制作り等 

虐待防止への対応

【再掲】 

基幹相談支援センターと連携し、障がい者虐待の未然防止や

早期発見、通報への迅速な対応に努めます。また、地域にお

ける関係機関等の協力体制の整備や支援体制の強化を図りま

す。 
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具体的施策 施策の内容 

成年後見制度の普及

【再掲】 

成年後見利用促進中核機関と連携し、判断能力が十分でない

障がい者の財産や権利を保護するための成年後見制度の普及

に努めます。 

発達障がい者（児）

支援の充実 

可能な限り身近な場所において必要な支援が受けられるよ

う、新潟県発達障がい者支援センター、児童発達支援センタ

ー等関係機関との連携を図ります。 

 

4-1-(2) 相談支援に関わる人材の育成と確保 

具体的施策 施策の内容 

人材の育成・確保の

推進 

人材育成のため、胎内市地域自立支援協議会の各部会での研

修を推進します。 

国・県が実施する研修事業の積極的な情報提供を図ります。 

 

 

基本施策２ 療育・保育・教育の充実 

＜具体的施策の方向＞ 

障がい児への教育は、保健・医療・福祉・教育関係機関等の連携のもとに早期からの

一貫した支援体制が必要であることから、その整備を図るとともに、成長発達の状態に

応じた多様な悩みに対応できる相談支援体制の充実を図ります。 

また、障がい児に対する支援について、一人ひとりのニーズに応じた適切な支援を提

供するため、教育・療育環境の充実を図ります。 

 

4-2-(1) 障がいの早期相談・早期支援のための療育体制等の充実 

具体的施策 施策の内容 

障がい児の療育等に

関する情報提供 

障がい児の健全な発達を支援するため、家族に対し療育方法

等の情報を提供します。 

相談支援の充実 障がい児への相談支援体制の充実を図ります。 

障がい児保育の実施 

集団の中で生活することを通して全体的な発達を促していく

ことに配慮し、適切な環境の下で障がいのある園児が他の園

児との生活の中で共に成長していく保育を実施します。 

個々の園児の障がいの状態などに応じた指導内容や指導方法

の工夫を組織的かつ計画的に行います。 

家庭、地域及び医療や福祉、保健等の関係機関と連携を図

り、長期的な視点で園児への教育及び保育的支援を行いま

す。 
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具体的施策 施策の内容 

児童発達支援の充実 

就学前の児童の日常生活における基本的な動作の指導、知識

技術の付与、集団生活に適応するための訓練その他必要な支

援をします。 

放課後等デイサービ

スの充実【再掲】 

就学児童の学校の放課後又は長期休暇中に、生活能力の向上

のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の必要な支

援を行う放課後等デイサービスの充実を図ります。 

日中一時支援の充実 
障がい児の介助者が不在で、日中介護ができないときに施設

等で一時的に預かり、見守り等の支援をします。 

重症心身障がい児医

療的ケア児の支援体

制の充実 

サービスを円滑に利用しながら地域で安心した生活を送れる

よう医療的ケア児等コーディネーターを配置し、関係機関と

の連携支援体制を構築し、その体制の充実・強化を図りま

す。 

保育所等における医

療的ケア児の受入

れ・支援体制の整備 

地域の実情に応じた医療的ケア児の受入れ方針について検討

し、関係部署間で共有します。 

医療的ケア児の保育ニーズを把握し、受入れ体制の確保・支

援を行います。 

就学前障がい児の早

期療育機能の整備 

保健・医療・福祉・教育関係機関等による支援ネットワーク

の構築に努め、障がい児の早期発見、早期療育のための連携

を密にし、適切な相談体制を整えます。 

インクルーシブ教育

システムの推進 

障がいのある子どもとない子どもとが可能な限り共に教育を

受けられるように配慮するインクルーシブ教育システムを推

進します。 

進路相談体制の充実 
特別支援学校や福祉関係機関等との連携を図り、将来につい

て、目標や生きがいを持たせる進路指導の充実を図ります。 

教職員研修の充実 

障がいの有無にかかわらず、全ての子どものニーズに合わせ

た教育の支援を行うため、教職員に対する特別支援教育の研

修を通じて資質の向上を図ります。 

 

4-2-(2) 療育支援関係機関との連携の円滑化と体制整備 

具体的施策 施策の内容 

切れ目ない療育・教

育体制の確立 

乳幼児の成長段階に応じて健康診査を実施し、適切な支援を

行います。 

障がい及び発達障がい等の早期発見のための体制や相談体制

の構築に努め、早期認知を促し、早期療育・早期教育の支援

の充実を図ります。 

適切な支援方針を検討するため、こども園等を保健師が巡回

し、園児の情報を共有し、連携に努めます。 
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基本方針５ 社会参加の促進 

     
 

 

【これまでの主な取組、現状と課題】 

本市では、地域で暮らす障がいのある人が、スポーツやレクリエーション活動、文化活

動等、社会の多様な活動の場に参加し活躍するための機会を確保してきました。 

障がい者が社会のあらゆる場面で自主的に参加、行動することは、自分らしい生活を充

実することにつながります。そのため、障がいの有無にかかわらず、誰もが等しく社会参

加できる環境整備に努める必要があります。 

 

基本施策１ スポーツ・文化活動等への参加促進 

＜具体的施策の方向＞ 

障がい者が自ら関心のある活動に積極的に参加し、交流やふれあいなどを通じて生活

を充実することが出来るよう行事・イベント、スポーツ、レクリエーション活動、芸術、

文化活動などの大会や行事等の実施を支援するとともに、情報提供に努めます。 

また、障がい者が参加できる機会の充実のほか、施設面のバリアフリー化を進めるな

ど条件整備や参加促進のために手話通訳の派遣、ボランティアの充実などサポート体制

の強化にも努めます。 

 

5-1-(1) 各種支援等の整備・強化 

具体的施策 施策の内容 

行事への参加促進 
各自治会の各種行事への障がい者の参加を促し、地域との交

流に努めます。 

参加の支援 
社会参加を促進するために、移動支援サービスの充実や手話

通訳の派遣などを行い、円滑な参加を支援します。 

体育施設・文化施設

のバリアフリー化 

障がい者がスポーツや文化活動を楽しめるよう、市内の公共

関連施設のバリアフリー化を進めるよう努めます。 

障がい者スポーツ・

文化行事の開催支援 

障がい者とその家族や地域住民が集まり、スポーツや文化活

動を楽しみながら相互の親睦を深めるための各種大会への支

援を行います。 

スポーツ・文化活動

への支援 

障がい者のスポーツや文化活動を支援し、社会参加を図り、

障がいに対する市民の正しい理解の普及に努めます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 障がい福祉サービス等の 

成果目標及び見込量 

１ 数値目標 

２ 障がい福祉サービス等の見込量 

   ３ 地域生活支援事業の見込量 
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１ 数値目標 

障がい者等の自立支援の観点から、施設等からの地域生活移行や就労支援といった課題に

対応するため、国の「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するた

めの基本的な指針」に即するとともに、本市における実績等を踏まえて数値目標を設定しま

す。 

 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

福祉施設に入所している障がいのある方（以下「施設入所者」という。）のうち、今後グル

ープホーム、一般住宅等に移行する者の数値目標を、これまでの本市の状況を踏まえて設定

します。 

地域生活移行者数については、国の基本方針では令和８年度末において、令和４年度末時

点の施設入所者数の６％以上が地域生活へ移行することを基本としていることに即し、２人

（32人の6.25％）の地域生活移行を目指します。 

また、削減見込については、国の基本方針では令和８年度末において、令和４年度末時点

の施設入所者の５％以上削減することを基本とありますが、退所者がいる一方で、待機者の

入所が見込まれるため、施設入所者数は、令和４年度末時点と比べて１人（32人の3.13％削減）

少ない31人を目指します。 

 

 
 

 

 

 

 

  

項　　目
令和4年

3月31日時点の
全施設入所者数

考え方
数値目標

令和8年度末

地域生活移行者数 32人 
令和4年3月31日時点の入所者数の
6%以上

2人 

削減見込 32人 
退所者がいる一方で、待機者の入所
を見込む

1人 
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（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

精神障がいのある人が地域の一員として、安心して自分らしい暮らしを送ることができる

よう、医療、障がい福祉、介護等の関係機関と地域が連携した包括的な支援体制の構築を図

っていきます。 

 

 

 

 

  

項　　目
実績

令和4年
3月31日時点

考え方
数値目標

令和8年度末

保健、医療及び福祉関係者によ
る協議の場の開催回数

- 
地域自立支援協議会の相談支
援部会を活用して開催

年4回 

保健、医療及び福祉関係者によ
る協議の場への関係者の参加者
数

- 
保健、医療、障がい福祉、高
齢者福祉等の関係者の参加を
想定

12人 

保健、医療及び福祉関係者によ
る協議の場における目標設定及
び評価の実施回数

- 年1回の実施を見込む 年1回 

精神障がい者の地域移行支援 0人 
利用状況及びニーズから利用
を見込まず、目標を設定しな
い

- 

精神障がい者の地域定着支援 1人 
利用状況及びニーズから1人を
見込む

1人 

精神障がい者の共同生活援助 13人 
利用状況及びニーズから12人
を見込む

12人 

精神障がい者の自立生活援助 15人 
利用状況及びニーズから15人
を見込む

15人 

精神障がい者の自立訓練（生活
訓練）

17人 
利用状況及びニーズから13人
を見込む

13人 
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（３）地域生活支援の充実 

地域における居住の場としてのグループホームの充実を図るとともに、地域移行支援及び

地域定着支援等の推進により入所等からの地域生活への移行を進めるため、それらの機能を

集約し、グループホーム又は障がい者支援施設に付加した拠点を令和８年度末までに１つ整

備します。また、その機能の充実のため、コーディネーターを１人配置し、並びに、少なく

とも年１回は運用状況を検証及び検討します。 

 

 

 

 

 

（４）強度行動障害を有する方への支援体制の整備 

強度行動障害を有する方が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることがで

きるよう、状況や支援ニーズの把握を行う障がい福祉や医療等の関係機関が連携した支援体

制の整備を図ります。 

 

 
 

 

 

 

  

項　　目
数値目標

令和8年度末

地域生活支援拠点数 1か所 

コーディネーター
配置人数

1人 

検証・検討回数 年1回 

考え方

令和8年度末までに1か所整備

令和8年度末までに1人配置

年1回検証及び検討

項　　目
実績

令和4年
3月31日時点

考え方
数値目標

令和8年度末

目標年度末時点での支
援体制の整備

有 
状況や支援ニーズの把握を行う
地域の関係機関が連携した支援体制
の整備を図る

有
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（５）福祉施設から一般就労への移行等 

福祉施設からの一般就労への移行者数については、現状を踏まえ、就労継続支援Ａ型事業

及び就労継続支援Ｂ型事業からの移行者は見込まず、就労移行支援事業を通じて移行する者

の目標値を設定します。 

また、就労定着支援事業の利用者数及び事業所ごとの就労定着率に係る目標値を設定しま

す。 

 

  

項　　目
実績

令和4年
3月31日時点

考え方
数値目標

令和8年度末

一般就労移行者数 2人 
令和4年度に一般就労した者の
1.5倍

3人 

項　　目
実績

令和4年
3月31日時点

考え方
数値目標

令和8年度末

就労移行支援事業からの
移行者数

2人 令和8年度までに2人以上 3人 

就労移行支援事業利用終
了者に占める一般就労へ
移行した者の割合が5割
以上の事業所

- 
令和8年度において、就労移行支援事
業所のうち、就労移行率が5割以上の
事業所の数

1か所 

就労継続支援Ａ型事業か
らの移行者数

0人 
就労移行支援事業からの移行を見込
み、目標を設定しない

- 

就労継続支援Ｂ型事業か
らの移行者数

0人 
就労移行支援事業からの移行を見込
み、目標を設定しない

- 

項　　目
実績

令和4年
3月31日時点

考え方
数値目標

令和8年度末

就労定着支援事業の利用
者数

3人 
令和8年度における就労定着支援事業
の利用者の数

10人 

項　　目
実績

令和4年
3月31日時点

考え方
数値目標

令和8年度末

就労定着率が7割以上に
なる就労定着支援事業所
数

0か所 
市内に就労定着支援事業所の開所予定
あり

1か所 

【福祉施設から一般就労への移行者数】

【事業ごとの一般就労への移行者数】

【就労定着支援事業の利用者数】

【就労定着率が７割以上になる就労定着支援事業所数】
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（６）障がい児支援の提供体制の整備 

重症心身障がい児が身近な地域で支援を受けられるように、主に重症心身障がい児を支援

する事業所を確保します。 

また、医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、令和８年度末までに、保健、医療、

障がい福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設置するとともに、

医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置します。 

 

 

  

項　　目
実績

令和4年
3月31日時点

考え方
数値目標

令和8年度末

児童発達支援センター 0か所 
市単独で児童発達支援センターを設
置

1か所 

障がい児の地域社会へ
の参加・包容（インク
ルージョン）を推進す
る体制

有
児童発達支援センターの設置に合わ
せて推進体制を整備

有

保育所等訪問支援の提
供体制の確保

（圏域）1か所 
隣接市の事業所において当市も提供
対象エリアとなっている

（圏域）1か所 

主に重症心身障がい児
を支援する児童発達支
援の確保

0か所 
現在、重症心身障がい児はいない
が、隣接市の事業所において当市も
支援対象エリアとなっている

（圏域）1か所 

主に重症心身障がい児
を支援する放課後等デ
イサービスの確保

0か所 
現在、重症心身障がい児はいない
が、隣接市の事業所において当市も
支援対象エリアとなっている

（圏域）1か所 

項　　目
実績

令和4年
3月31日時点

考え方
数値目標

令和8年度末

協議の場の確保 有
医療的ケア児の地域支援に関する協
議の場を地域自立支援協議会こども
部会に設置

有

医療的ケア児等に関す
るコーディネーターの
配置

有 コーディネーター1名を配置 有

【障がい児支援の提供体制】

【医療的ケア児等支援のための関係機関の協議の場の設置等】
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（７）相談支援体制の充実・強化 

障がいの種別や各種のニーズに対応できる総合的・専門的な相談支援を実施します。また、

地域の相談支援を強化する体制を確保します。 

 

 

 

 

 

（８）障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

利用者が真に必要とする障がい福祉サービス等を提供していくための体制を確保します。 

 

 

 

  

項　　目
実績

令和4年
3月31日時点

考え方
数値目標

令和8年度末

基幹相談支援センター
の設置

有 委託により実施 有

地域の相談支援体制の
強化を図る体制の確保

有

基幹相談支援センターによる市内の
相談支援事業所に対する訪問等によ
る専門的な指導・助言、市内の相談
支援事業所の人材育成の支援を実施

有

個別事例の検討を通じ
た地域のサービス基盤
の開発・改善等を行う
ために必要な協議会の
体制の確保

有

市内の相談支援事業所が構成員と
なっている地域自立支援協議会相談
支援部会において事例検討や地域課
題について協議を実施

有

項　　目
実績

令和4年
3月31日時点

考え方
数値目標

令和8年度末

障がい福祉サービス等
の質を向上させるため
の取組を実施する体制
の確保

有

県が実施する障がい福祉サービスに
係る研修その他研修への参加
障がい者自立支援審査支払等システ
ムによる審査結果を事業所と共有
し、過誤請求を減少させるための体
制を整備

有



第５章 障がい福祉サービス等の成果目標及び見込量 

47 

 

（９）発達障がいのある方等に対する支援 

障がいのある子どもの家族への支援や障がいがある人同士の支え合いの活動については、

以下の指標を設定します。 

 

 

 

  

項　　目
実績

令和4年
3月31日時点

見込
令和6年度末

見込
令和7年度末

見込
令和8年度末

ペアレントトレーニングやペア
レントプログラム等の支援プロ
グラム等の受講者

0人 8人 8人 8人 

ピアサポートの活動への参加人
数

0人 1人 1人 1人 
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２ 障がい福祉サービス等の見込量 

◆障がい福祉サービス等の提供体制を確保するための施策等 

訪問系サービス、日中活動系サービス、居住系サービスについては、既存のサービス事

業所による対応を継続します。また、生活介護、就労系、障がい児支援など需要の増加が

見込まれるサービスについては、事業者に対して適切な情報提供などを行いながら、サー

ビスの量的な拡大を図り、必要な実施体制と見込量の確保に努めます。 

また、障がいのある人が福祉サービス等を適切に利用することができる「サービス等利

用計画」の作成をはじめ、施設や病院からの地域移行支援の充実を図っていくため、相談

支援専門員の人員を確保しながら、基幹相談支援センター及び指定相談支援事業所等と連

携して、見込量の確保に向けた相談支援機能の強化に努めます。 

 

《１か月あたりの見込量》 

 

 

 

  

単位
令和４年度
（実績）

令和５年度
(実績見込)

令和６年度 令和７年度 令和８年度

時間分 405 432 432 441 450

人分 45 48 48 49 50

時間分 529 568 568 568 568

人分 1 1 1 1 1

時間分 2 10 10 10 10

人分 1 2 2 2 2

時間分 0 0 0 0 0

人分 0 0 0 0 0

時間分 0 0 0 0 0

人分 0 0 0 0 0

単位
令和４年度
（実績）

令和５年度
(実績見込)

令和６年度 令和７年度 令和８年度

人日分 884 935 1026 1044 1062

人分 48 52 57 58 59

人日分 18 20 20 20 20

人分 1 1 1 1 1

人日分 0 7 8 8 8

人分 0 1 1 1 1

人日分 39 30 40 40 40

人分 4 4 4 4 4

【訪問系サービス】

区　分

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

行動援護

重度障害者等
包括支援

【日中活動系サービス】

区　分

生活介護

うち、強度行動障害を有す

る者※

うち、高次脳機能障害を有

する者※

うち、医療的ケアを必要と

する者※
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単位
令和４年度
（実績）

令和５年度
(実績見込)

令和６年度 令和７年度 令和８年度

人日分 0 0 0 0 0

人分 0 0 0 0 0

人分 - - - 5 10

人日分 382 358 255 255 255

人分 24 21 15 15 15

人日分 244 228 150 150 150

人分 8 8 5 5 5

人日分 85 84 96 96 96

人分 6 5 6 6 6

人日分 77 91 95 95 95

人分 4 5 5 5 5

人日分 1903 2001 2006 2023 2040

人分 114 117 118 119 120

人分 4 5 10 10 10

人分 5 4 5 5 5

人日分 127 112 120 120 120

人分 20 20 20 20 20

人日分 0 0 0 0 0

人分 0 0 0 0 0

人日分 0 0 0 0 0

人分 0 0 0 0 0

人日分 0 0 0 0 0

人分 0 0 0 0 0

人日分 8 11 12 12 12

人分 1 1 1 1 1

人日分 0 0 0 0 0

人分 0 0 0 0 0

人日分 0 0 0 0 0

人分 0 0 0 0 0

人日分 8 11 12 12 12

人分 1 1 1 1 1

【日中活動系サービス　～続き～】

区　分

自立訓練
（機能訓練）

就労選択支援

自立訓練
（生活訓練・日中型）

自立訓練
（生活訓練・宿泊型）

就労移行支援

就労継続支援
（Ａ型）

就労継続支援
（Ｂ型）

就労定着支援

療養介護

短期入所（福祉型）

うち、強度行動
障害を有する者※

うち、高次脳機能
障害を有する者※

うち、医療的ケアを
必要とする者※

短期入所（医療型）

うち、強度行動
障害を有する者※

うち、高次脳機能
障害を有する者※

うち、医療的ケアを
必要とする者※
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※これまでの実績による平均伸び率を基に、障がい者数（手帳所持者数）の推計及び令和５

年度のアンケート調査における障がい者のニーズの傾向を加味し、見込量を算出していま

す。 

 

  

単位
令和４年度
（実績）

令和５年度
(実績見込)

令和６年度 令和７年度 令和８年度

人分 24 25 26 27 28

人分 36 35 38 39 40

うち、強度行動
障害を有する者※

人分 0 0 0 0 0

うち、高次脳機能
障害を有する者※

人分 0 0 0 0 0

うち、医療的ケアを
必要とする者※

人分 0 0 0 0 0

人分 32 31 31 31 31

単位
令和４年度
（実績）

令和５年度
(実績見込)

令和６年度 令和７年度 令和８年度

人分 268 260 260 260 260

人分 0 0 1 1 1

人分 1 1 1 1 1

単位
令和４年度
（実績）

令和５年度
(実績見込)

令和６年度 令和７年度 令和８年度

人日分 42 48 48 56 64

人分 11 12 12 14 16

人日分 387 577 650 715 780

人分 35 45 50 55 60

人日分 18 26 32 36 40

人分 10 14 16 18 20

人日分 8 8 8 8 8

人分 2 2 2 2 2

人分 61 70 70 70 70

人分 2 1 1 1 1

【居住系サービス】

区　分

自立生活援助

共同生活援助

施設入所支援

【相談支援】

区　分

計画相談支援

保育所等訪問支援

居宅訪問型児童発達支援

障害児相談支援

医療的ケア児等コーディ
ネーター配置人数

地域相談支援
（地域移行支援）

地域相談支援
（地域定着支援）

【障害児支援】

区　分

児童発達支援

放課後等デイサービス
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３ 地域生活支援事業の見込量 

◆地域生活支援事業提供体制を確保するための施策等 

地域生活支援事業は、障がい者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ

う、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態等により効率的・効果的に実施す

る事業であり、本市では下記の事業を展開しています。 

相談支援事業については、相談支援体制の強化に取り組むとともに、各種相談に応じ、

障がい者一人ひとりに即したサービスの利用を援助する質の高いケアマネジメント、必要

な情報提供等を行う相談支援体制の確保を図っていきます。 

成年後見制度利用支援事業、意思疎通支援事業、日常生活用具給付等事業、手話奉仕員

養成研修事業及び移動支援事業については、現在の体制を基本に提供体制を確保し、地域

活動支援センター機能強化事業については、障がい特性等に応じた活動の機会や場の提供

の確保を図っていきます。 
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単位
令和４年度
（実績）

令和５年度
(実績見込)

令和６年度 令和７年度 令和８年度

実施の有無 有 有 有 有 有

実施の有無 無 無 有 有 有

箇所 3 3 3 3 3

基幹相談支援セン
ター

設置の有無 有 有 有 有 有

実施の有無 有 有 有 有 有

実施の有無 無 無 無 無 無

実利用見込み
者数

3 4 4 4 4

実施の有無 無 無 無 無 無

実利用見込み
件数

6 12 12 12 12

実設置見込み
者数

0 0 0 0 0

給付等見込み
件数

1 0 1 1 1

給付等見込み
件数

5 3 3 3 3

給付等見込み
件数

4 2 3 3 3

給付等見込み
件数

32 23 23 23 23

給付等見込み
件数

598 606 606 606 606

給付等見込み
件数

5 2 2 2 2

 実養成講習修

了見込み者

（登録見込み

者）数

無 0 5 5 5

実利用見込み
者数

13 17 17 17 17

延べ利用見込
み時間数

793 1054 1020 1020 1020

実施の有無 有 有 有 有 有

地域生活支援事業

移動支援事業

自立生活支援用具

排泄管理支援用具

地域活動支援センター
機能強化事業

意思疎通支援事業

在宅療養等支援用具

居宅生活動作補助用
具（住宅改修費）

手話奉仕員養成研修
事業

日常生活用具給付等事業

区　分

手話通訳者・要約筆
記者派遣事業

成年後見制度利用支援
事業

成年後見制度法人後見
支援事業

理解促進研修・啓発事
業

自発的活動支援事業

障害者相談支援事業

住宅入居等支援事業

相談支援事業

基幹相談支援セン
ター等機能強化事業

情報・意思疎通
支援用具

手話通訳者設置事業

介護・訓練支援用具



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 計画の推進に向けて 

１ 計画の推進体制について 
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１ 計画の推進体制について 

（１）横断的な取組の推進 

計画の実現のためには、障がい当事者やその家族等へのきめ細やかなサービスを、庁内

の各部署が一体的に提供できる体制が必要です。 

障がい者を取り巻く本市の課題の解決に向けて、障がい福祉分野のみならず、あらゆる

分野において障がい福祉施策を展開するため、庁内の横断的な調整や取組を推進します。 

 

 

（２）成果目標（モニタリング指標）の設定とＰＤＣＡサイクルによる進行管理 

計画で記載した施策や事業、取組については、あらかじめ設

定した成果目標のモニタリングを通じて、計画の進捗状況や施

策等の効果の点検を行います。 

また、計画の進行管理においては、ＰＤＣＡサイクルの手法

を活用し、計画全体のマネジメントを行い、点検・評価、課題

の共有等を実施します。 

 

 

（３）モニタリングの実施体制 

計画のモニタリングについては、毎年、胎内市地域自立支援協議会において実施するこ

ととし、次期計画改定時の目標の設定に向け、課題の整理において「施策・事業・取組の

評価」「アンケート・ヒアリング結果による課題整理」をできる限り定量化し、改善の方向

性について協議・検討を行います。 

また、胎内市地域自立支援協議会において共通課題としてまとめられた項目について、

体制整備の視点から本計画への意見提案を受け、それをどのように計画策定及び進行管理

に反映させるのか検討します。 

さらに、その協議経過や取組内容及び対応策等については、基幹相談支援センターのほ

か、市の関係機関等と情報を共有し、随時連携しながら、障がい福祉の向上を目指し、協

議・検討を進めていきます。 

 

 

（４）モニタリングの実施スケジュール（年間予定） 

胎内市地域自立支援協議会において、年２回のモニタリングを予定 

  6月頃：過年度の実績確認及び当年度の各事業等の評価指標等の確認 

 12月頃：障がい福祉関係事業の進捗状況の確認及び改善に向けた検討 

 

 

（５）計画の進捗状況等の公表 

障がい福祉に関する課題を解決するためには、胎内市地域自立支援協議会及び当事者

等関係団体など、各主体が計画の進捗状況を共有し、計画を推進することが不可欠とな

ります。 
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１ アンケート調査の概要・主要結果 

（１）調査の概要 

 

① 調査地域：胎内市全域 

② 調査対象：a.身体障害者手帳所持者 

b.療育手帳所持者 

c.精神障害者保健福祉手帳所持者        

③ 標 本 数：令和５年７月末日現在の上記全対象者合計＝1,439人 

④ 調査方法：郵送配布、郵送回収または WEB回答 

⑤ 調査時期：令和５年９月期 

⑥ 回収結果：有効回収数［集計対象数］＝722人、有効回収率＝50.2％ 

 

（２）主要結果 

 ①回答者の基本特性 

【性分類】             【年齢層分類】 

   

【暮らし方分類】           【住居形態分類】 
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【障がいの内容分類】              【主な介助者分類】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【手帳の種類分類】 

   
 

  



資料編 

61 

 

 ②日常生活について 

 

３人に２人は「家族」と暮らすことを希望しています。 

決めかねている・保留している「わからない」方も１割程度います。 

 

 

 

８割前後の方は、「安心な生活」「自分らしい生活」を送れているとしています。 
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前項で８割前後の方は、「安心

な生活」「自分らしい生活」を送

れているとしていますが、「特に

希望することはない」との回答

は３割にとどまります。 

引き続き、「安否確認の見守

り・声かけ、災害時の手助け」

を筆頭に、様々な支援の充実が

待たれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「毎日外出する」方は３割にとどまります。 
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 ③雇用や就労について 

 

 

半数弱の方は特に何もしていない

（働いていない）と回答しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最も要望されているのは「仕事探し

から就労までの総合的な相談支援」

で、３人に１人の方が特に必要だとし

ています。 
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 ④障がい児福祉について 

 

 

 

  

 回答数（対象者数）が極めて少数のため、『障がい児福祉について』は分析を割愛し、図

の掲載のみとしました。 
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 ⑤障がい福祉サービスについて 

 

  半数弱は適切な障がい福祉サービスを『利用できている』としています。 

３割弱の方は「特に困っていることはない」と回答しています。 

 

 ⑥相談や困りごとについて 

 
  主な介助者にとっては「代理介助者」の問題が多く、福祉サービスの情報取得にあたっ

ては、そもそもの入手先（経路）が不明なことが浮かび上がっています。 
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【悩みや困りごとの相談先】 

 

家族、親戚、友人等以外の相談先としては「かかりつけの医師や看護師」が最も多くな

っています。 

相談先や相談相手が誰もいないと推察される方が１割以上います。 

 

 ⑦災害への備えなどについて 

 

「介助者がいても避難することは難しい」方が少なからずいます。 

近所に介助者が「いる」方は４人に１人程度です。 
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 ⑧障がいへの理解や権利擁護などについて 

 
評価については「どちらともいえない」という中間評価が３分の１以上を占めます。 

差別等の経験については「嫌な思いはしたことがない」方が４割以上を占めています

が、見方をかえると、半数以上の方が差別や不快な経験をされたことがあるといえます。 

 

  自身が虐待の内容を「知らない」方もいます。 

7.5％の方が「虐待を受けたことがある」と回答しました。「見たことがある」との回答

もそれ以上あります。 
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 ⑨胎内市の障がい福祉施策などについて 

 

  「医療と福祉の連携」や「災害時の支援」「障がい者が仕事に就くこと、働き続けるた

めの支援の充実」への要望が特に多くなっています。 

 

 

【施策への満足度】 

 

３人に２人の方が『満足している』と回答

しています。 

平均満足度得点も65点と、胎内市の障がい

福祉への取組全般については良評価の方で

す。 
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２ 計画の策定経過 

年月日 内  容 

令和５年６月から８月 
胎内市地域自立支援協議会相談支援部会 

・障がい福祉に関するアンケート調査の設問項目の検討 

令和５年９月１日から 

９月 15日まで 
障がい福祉に関するアンケート調査の実施 

令和５年 11月７日 

胎内市地域自立支援協議会（令和５年度第１回） 

・障がい福祉に関するアンケート調査の結果報告 

・「第４次胎内市障がい者計画、第７期胎内市障がい福祉計画、

第３期胎内市障がい児福祉計画」の骨子案についての検討 

令和５年 12月 21日 

胎内市地域自立支援協議会（令和５年度第２回） 

・「第４次胎内市障がい者計画、第７期胎内市障がい福祉計画、

第３期胎内市障がい児福祉計画」の素案（概要版）について

の検討 

令和６年１月 25日 

胎内市地域自立支援協議会（令和５年度第３回） 

・「第４次胎内市障がい者計画、第７期胎内市障がい福祉計画、

第３期胎内市障がい児福祉計画」の素案（概要版）について

の検討 

令和６年２月９日から 

２月 29日まで 

パブリックコメントの実施 

・「第４次胎内市障がい者計画、第７期胎内市障がい福祉計画、

第３期胎内市障がい児福祉計画」（素案）についての意見募集 
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３ 胎内市地域自立支援協議会設置要綱 

平成 19年６月１日 

告示第 75号 

（設置） 

第１条 胎内市の相談支援事業を適切に実施するため、胎内市地域自立支援協議会（以下「委員会」

という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。 

(1) 福祉サービスの利用に係る相談支援事業の中立・公平性の確保 

(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整 

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議 

(4) 障がい者計画及び障がい福祉計画の進捗状況の評価・見直し 

(5) 障がいを理由とする差別を解消するための取組 

(6) その他市長が必要と認めること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員 25 人以内をもって組織し、次に掲げる者又は団体若しくは機関の代表者

（当該団体又は機関から推薦を受けた者を含む。）のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 

(1) 障害者団体 

(2) 民生委員・児童委員 

(3) 保健・医療機関 

(4) 教育機関 

(5) 雇用・就労に関する機関 

(6) 社会福祉施設関係者 

(7) ボランティア団体 

(8) 学識経験者 

(9) 関係行政機関 

(10) その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から同日の属する年度の翌年度末までとし、再任を妨げな

い。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（役員） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置き、委員長及び副委員長は、委員のうちから互選に

より選任する。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員長は、特に必要があると認めたときは、委員会の委員以外の者の出席を求め、その意見を聴

取することができる。 
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３ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、委員長が特に必要と

認めたときは、委員の一部をもって開くことができる。 

（専門部会） 

第７条 委員長は、委員会に個別事例等における具体的な事項を調査研究するための専門部会を置く

ことができる。 

（専門部会の構成） 

第８条 専門部会は、第３条に規定する団体又は機関の実務担当者（以下「専門部会委員」という。）

をもって構成する。 

２ 専門部会に部会長を置き、部会長は委員会の委員長があらかじめ指名する者をもって充てる。 

（専門部会の運営） 

第９条 専門部会は、部会長がこれを主宰する。 

２ 部会長に事故があるときは、部会長が専門部会委員のうちから、あらかじめ指名する副部会長が

その職務を行う。 

（専門部会の報告） 

第 10条 専門部会は、調査研究した結果を委員会に報告するものとする。 

（専門部会の運営に関する委任） 

第 11条 この告示に定めるもののほか、専門部会の運営に関し、必要な事項は部会長が定める。 

（守秘義務） 

第 12 条 協議会の関係者は、業務上知り得た個人情報及び秘密を漏らしてはならない。その職を退

いた後も、同様とする。 

（庶務） 

第 13条 委員会の庶務は、福祉介護課において処理する。 

（その他） 

第 14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この告示は、平成 19年６月１日から施行する。 

附 則（平成 20年４月１日告示第 63号） 

この告示は、平成 20年４月１日から施行する。 

附 則（平成 21年５月 20日告示第 80号） 

この告示は、平成 21年５月 20日から施行する。 

附 則（平成 27年４月１日告示第 63号） 

この告示は、平成 27年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年１月 31日告示第２号） 

この告示は、令和２年２月１日から施行する。 

附 則（令和２年 10月 19日告示第 125号） 

この告示は、令和２年 11月１日から施行する。 

附 則（令和４年１月 28日告示第７号） 

この告示は、令和４年２月１日から施行する。 
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４ 胎内市地域自立支援協議会委員名簿 

【敬称略】 

委員区分 所属・団体名 役職等 氏 名 

障がい者団体 胎内市身体障害者福祉協会 会長 久保田 育宏 

障がい者団体 胎内市手をつなぐ育成会 副会長 皆川 恵 

民生委員・児童委員 胎内市民生児童委員協議会連合会 会長 奥村 町子 

保健・医療機関 医療法人白日会 黒川病院 院長 宮本 忍 

教育機関 
敬和学園大学 

人文学部共生社会学科 
助教 池田 しのぶ 

雇用・就労に関する

機関 

障がい者就業・生活支援センター 

アシスト 
センター長 斎藤 哲英 

社会福祉施設関係者 
社会福祉法人 

胎内市社会福祉協議会 
事務局長 佐藤 行夫 

社会福祉施設関係者 社会福祉法人 新潟慈生会 統括施設長 村山 茂和 

社会福祉施設関係者 社会福祉法人 七穂会 理事長 小野 真 

社会福祉施設関係者 
社会福祉法人 青空会  

こばと作業所 
施設長 小菅 伸一 

社会福祉施設関係者 
社会福祉法人 加治川郷 

大峰寮 
寮長 久保田 雅勝 

社会福祉施設関係者 ＮＰＯ法人ふるさと奥山の荘 理事長 斎藤 隆一 

社会福祉施設関係者 
障がい者基幹相談支援センター 

たいない 
センター長 中村 淳 

社会福祉施設関係者 胎内まごころクラブ 管理者 服部 恵美 

社会福祉施設関係者 カレイドスクエアパーク胎内 管理者 羽田 健亮 

ボランティア団体 
胎内市ボランティアセンター 

運営委員会 
事務局 中倉 智美 

学識経験者 胎内市身体障害者相談員  大平 勇二 

関係行政機関 胎内市こども支援課 課長 梅津 真樹 

関係行政機関 胎内市健康づくり課 課長 金子 千恵 

関係行政機関 胎内市教育委員会学校教育課 課長 丹後 幹彦 
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５ 用語解説 

本計画書の中で、わかりにくい用語について５０音順で解説しています。 

【あ行】 

◆医療的ケア 

病院などの医療機関以外の場所（学校や自宅など）で日常的に継続して行われる、喀

痰吸引や経管栄養、気管切開部の衛生管理、導尿、インスリン注射などの「日常生活に

必要な医療的な生活援助行為」をいい、「治療行為としての医療行為」とは区別されるも

の。 

◆インクルーシブ・インクルージョン 

「社会的包容力」「社会的包摂」などと訳される。教育現場では、包括的教育と訳され、

障がい者と健常者とを区別せず、同じ教室で学ばせること。社会的には、障がい者らを

社会から隔離排除するのではなく、社会の中でともに助け合って生きていこうという考

え方。 

◆ＮＰＯ 

ＮＰＯとは、｢Non‐Profit 0rganization｣の略で、民間非営利活動組織（団体）のこと。

日本では、市民が自主的に組織・運営する営利を目的としない市民活動組織という意味

で用いられる。 

【か行】 

◆グループホーム 

地域社会の中にある住宅(アパート、マンション、一戸建て等)において数人の障がい

者が共同で生活する形態で、専任の世話人によって、食事や日常生活に必要なサービス

が提供される。ほとんど介護の必要でない軽度障がい者を対象とする。 

◆ケアマネジメント 

個別の要介護者等からの相談に応じ、要介護者等が心身の状況に応じて適切な在宅サ

ービスや施設サービスを利用できるように市町村、事業所及び施設との連絡調整を図り、

要介護者等の自立した日常生活を支援すること。 

◆権利擁護 

自己の権利を表明することが困難な障がい者等の意思やニーズの表明を支援し代弁し、

権利を守ること。 

◆高次脳機能障害 

主に脳の損傷によって起こされる様々な神経心理学的症状。記憶障がいや注意障がい、

遂行機能障がい、社会的行動障がいなどの認知障がい等で脳の損傷部位によって特徴が

出る。症状には、失語症や認知症などがある。その障がいは外からでも分かりにくく自

覚症状も薄いため隠れた障がいと言われている。 

◆合理的配慮 

障がい者から意思が伝えられた場合、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り

除くために必要な対応を行うこと。 
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【さ行】 

◆精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム 

精神障がい者が地域の一員として、安心して自分らしい暮らしができるよう、医療、

障がい福祉・介護、住まい、社会参加（就労）、地域の助け合い、教育が包括的に確保さ

れたシステムをいう。 

◆成年後見制度 

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力が充分でない人について、

契約締結等の法律行為を代わりに行ったり、本人が誤った判断に基づいて契約を締結し

た場合にそれを取り消すことができるようにすることなどにより、これらの人を保護す

る制度。 

【た行】 

◆地域自立支援協議会 

市町村が、相談支援事業を始めとする地域の障がい福祉に関するシステムづくりに関

し、中核的な役割を果たす協議の場として設置する組織。 

◆地域生活支援拠点 

障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」に備え、居住支援のための機能（相談、一

人暮らし等の体験の機会、緊急時の受入れや対応、専門的人材の確保等、地域の体制づ

くり）を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障がい者の生活を地域全体で支

えるサービス提供体制をいう。 

【は行】 

◆バリアフリー 

もともとは障がい者が生活していく上で妨げとなる段差などの物理的な障壁（バリア）

をなくす意味。現在では物理的な障壁に限らず、制度や心理的な障壁を含め、あらゆる

障壁を取り除く意味で用いられる。 

◆ピアサポート 

同じ悩みや同じような立場にある仲間が、お互いに体験や行動、考え方を語り合うこ

とによって支え合い、回復をめざす取組。 

◆ペアレントトレーニング、ペアレントプログラム 

発達障がいのある児童の家族への支援として、保護者が子供の発達障がいの特性を理

解し、必要な知識や方法を身につけることができるよう実施する支援プログラム。 

【や行】 

◆ユニバーサルデザイン 

あらかじめ、障がいの有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利用しや

すいよう都市や生活環境をデザインする考え方。 

【ら行】 

◆療育 

障がいのある子どもに対し、身体的・精神的機能の適正な発達を促し、日常生活及び

社会生活を円滑に営めるようにすることを目的に行う、日常生活における基本的動作や

集団生活に適応するための指導及び訓練や、自立生活に必要な知識技能の付与または治

療を指す。 
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これは、市内の地域活動支援センターを利用 

している方の作品「ファミリー」です。 


